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　　　　　今月の特集
　　　　　・財政運用状況
　　　　　・草津町民生委員・児童委員による活動報告
　　　　　・親子で参加しませんか？
　　　　　　　　育児支援教室「すまいる」のご案内
　　　　　・こんにちは、図書館です　草津を知るシリーズ⑤
　　　　　・お知らせ　～生活・くらしの情報～　ほか

５月27日、氷室より天然の氷を採取し、その氷を石楠花を添えて
神前に供える「氷奉納の儀」などの神事が行われました。神前に供える「氷奉納の儀」などの神事が行われました。

氷室のふるまい  開催氷室のふるまい  開催



消
防
団
長　

水
出
文
夫 

氏

「
群
馬
県
総
合
表
彰

　

（
消
防
防
災
功
労
）」

を
受
賞

自
衛
官
募
集
相
談
員
・

再
任
の
お
知
ら
せ

草
津
町
交
通
安
全
指
導
員

新
副
隊
長
及
び
新
隊
員
を

ご
紹
介
し
ま
す

　

５
月
17
日
、
前
橋
市
の
群
馬
会
館
ホ
ー
ル
に
お
い

て
、
平
成
24
年
度
群
馬
県
総
合
表
彰
が
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

今
回
の
表
彰
式
で
は
、
草
津
町
消
防
団
の
団
長
で

あ
る
水
出
文
夫
氏
が
、
永
年
の
消
防
・
防
災
の
功
労

に
対
し
群
馬
県
総
合
表
彰
（
消
防
防
災
功
労
）
を
受

賞
さ
れ
ま
し
た
。

　

水
出
団
長
は
平
成
22
年
よ
り
団
長
を
務
め
、
草
津

町
の
安
全
を
守
る
べ
く
消
防
業
務
に
尽
力
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

草
津
町
の
自
衛
官
募
集
相
談
員
・
三
ツ
木
和
夫
さ
ん
が
再

任
さ
れ
ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

自
衛
官
募
集
相
談
員
は
、
入
隊
予
定
者
に
対
す
る
激
励
、

入
隊
希
望
者
の
紹
介
を
は
じ
め
と
す
る
地
域
と
自
衛
隊
関
係

者
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し
役
で
す
。

　

三
ツ
木
さ
ん
は
平
成
16
年
に
就
任
以
来
、
自
衛
隊
に
関
心

を
寄
せ
る
方
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
、
様
々
な
形
で
ご
尽
力

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
更
な
る
ご
活
躍
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

草
津
町
交
通
安
全
指
導
員
の
副
隊
長
の
交
代
と
新
隊
員
の

加
入
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
14
年
か
ら
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
、
前
副
隊
長
の

高
原
秀
雄
さ
ん
が
退
任
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
た
び
副

隊
長
に
安
齋 

努
さ
ん
が
隊
員
の
互
選
に
よ
り
就
任
さ
れ
、
新

隊
員
と
し
て
倉
田
貴
史
さ
ん
が
加
入
さ
れ
ま
し
た
。

　

交
通
安
全
指
導
員
は
、
幼
児
交
通
安
全
教
室
な
ど
交
通
安

全
教
育
に
お
け
る
指
導
・
訓
練
や
町
民
の
み
な
さ
ん
へ
の
交

通
安
全
啓
発
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

交
通
安
全
教
育
啓
発
推
進
活
動
の
要
と
し
て
更
な
る
ご
活

躍
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

今
後
も
、
よ
り
一
層
の
ご
活
躍
を
心
よ
り
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。

三ツ木和夫さん（写真中央）
自衛官を目指す方や入隊予定者をあたたかく見守ります

左から　安齋　　努　新副隊長
　　　　宮崎　広也　隊長
　　　　倉田　貴史　新隊員
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草津町民生委員・児童委員による草津町民生委員・児童委員による
「草津小学校授業参観」を行いました「草津小学校授業参観」を行いました

〜
共
同
浴
場
用
の

手
作
り
バ
ス
マ
ッ
ト
・
雑
巾
〜

　

５
月
４
日（
金
）に
桐
生
市
在
住

の
伊
草
美
奈
子 

様
か
ら
、
共
同

浴
場
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

お
礼
に
と
、
か
わ
い
ら
し
い
手
作

り
バ
ス
マ
ッ
ト
や
雑
巾
の
ご
寄
付

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

草
津
町
環
境
衛
生
組
合
表
彰
を
行
い
ま
し
た

　

４
月
20
日（
金
）に
草
津
町
に
お
け
る
地
域
の
環
境
美
化
に
ご
尽
力
い

た
だ
い
た
方
々
に
草
津
町
環
境
衛
生
組
合
表
彰
を
行
い
ま
し
た
。

　

出
席
さ
れ
た
方
々
に
は
渡
邉
正
吉
組
合
長
か
ら
感
謝
状
が
授
与
さ
れ

ま
し
た
。

◆
今
年
の
受
賞
者
は
次
の
方
々
で
す
。

　

本
町
区　
　

島
田　

昭
子　

様

　

文
京
区　
　

中
山　

一
夫　

様

　

立
町
区　
　

矢
野
智
重
子　

様

　

東
殿
塚
区　
　

堀
内　

泰
一　

様

　

西
殿
塚
区　
　

山
本　

勝
三　

様

　

南
本
町
区　
　

黒
岩　

順
市　

様

★広げよう、地域に根ざした思いやり★★広げよう、地域に根ざした思いやり★

　全国民生委員児童委員連合会では、５月12日を「民生委員・児童委員の日」とし、５月12日
から18日までの１週間、民生委員・児童委員の活動を地域のみなさまに知っていただくための
「活動強化週間」として様々な取り組みをすすめていくこととしています。

　民生委員・児童委員の日の活動強化週間の取

り組みとして昨年から草津小学校を訪問し、授

業参観をしております。

　今年は５月16日（水）に訪問し、授業の様子

を観させていただきました。

　また、校長・教頭と行った懇談を通じて小学

校の現状を知ることができました。

　今回の取り組みをも

とに、今後の活動に生

かしていきたいと思い

ます。

授業の様子を見学する
民生委員児童委員

笑顔で迎えてくれた
児童のみなさん

熱心に先生の話に
耳をかたむける委員たち

あ
た
た
か
い
お
心

あ
た
た
か
い
お
心

　

あ
り
が
と
う

　

あ
り
が
と
う

　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

　
　
　

ご
ざ
い
ま
す

民生委員・児童委員からの活動報告

▲表彰式にご出席されたみなさん
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　草津町母子保健推進員は、地域と行政とのパ

イプ役として、町長から委嘱を受け活動してい

ます。

　草津町には各地区に合計21名の母子保健推

進員がいます。

　赤ちゃんのいる家庭に訪問を

したり、保健センターで実施し

ている乳幼児健診、育児支援教

室などの協力をしています。

　お気軽にお声がけください。

地　区 氏　名 地　区 氏　名
本町区 目澤　由美

西殿塚区
柴本あき子

文京区
和田かおり 安齊　由希
市川ゆかり

馬場区
篠原　貴子

新田区 早川　和恵 加藤比佐子

立町区・地蔵区
大熊　圭子

前口区
岡田みい子

小出　弘美 田島　明巳

泉水区
武藤理恵子

昭和区・鈴蘭区
清水　和美

島村　伸子 浅見三枝子
滝下区・仲町区 宮崎　裕子

南本町区
黒岩ますみ

東殿塚区
山口　幸美 川村恵美子
石坂　久代

事務局：草津町役場健康推進課（TEL：88－5797）

　健康推進課（保健センター）では、平成23年度より育児支援教室「すまいる」を実施しています。この教室は１
歳から就園前までのお子さんを対象にした親子教室で、子どもの発達を促すためのプログラムを行っています。
　「すまいる」は親子で楽しい時間を過ごし、親子の関わりを学ぶこと、感覚刺激や注視教材、バランス遊び
などを通して心と体の発達を促すことを目的とした教室です。

お申し込み、お問い合わせは草津町健康推
進課（保健センター）までお願いします。

TEL.88－5797

健康カレンダーの訂正とお詫び
　すまいるの日程について、変更があります。
　・５月24日（木）→ ５月17日（木） に変更
　・８月30日（木）→ ８月23日（木） に変更
　・１月24日（木）→ １月17日（木） に変更

育児支援教室「すまいる」育児支援教室「すまいる」育児支援教室「すまいる」育児支援教室「すまいる」育児支援教室「すまいる」育児支援教室「すまいる」
親子での参加をお待ちしています

 ★教室の流れ★ 
①出席カードにシールを貼ります。
② お子さんが教室に慣れるよう、スタッフやお母さん
と自由遊びをします。
③朝の会・歌にあわせてごあいさつ
　　　　・ ひとりずつお名前を呼んでお返事の練習を

します。
　　　　・ 様々な手作り教材で、「座って注目する」こ

とを練習します。
　　　　・ 手あそびでやりとりすることを楽しみます。
④主活動・ 体を使った遊び、感覚刺激を取り入れた遊

びを行います。
　　　　・ どの活動も、親子で楽しむこと、子どもの

発達を促すことが目的です。

　　　　・主活動は毎回変わります。
⑤休　憩　水分補給の時間
⑥帰りの会　 紙芝居や絵本の読み聞かせ。手あそびを

します。
　　　　　　帰りのごあいさつをして、おしまいです。

 ★今年度の主活動の内容（予定）★ 
　電車ごっこ、サーキット、小麦粉粘土あそび、プレ
イバルーン、魚釣りあそび、タオルあそび、製作（お
ひなさま、クリスマス）など。

　平成24年度も「すまいる」を実施しています。
　楽しいプログラムを用意して職員一同お待ちしてお
ります。親子でぜひご参加ください。（申し込み制です）
　４月に配布された健康カレンダーに年間予定表が掲
載されています。

どんなことをするの？？

草津町母子保健推進員についてのおしらせ草津町母子保健推進員についてのおしらせ
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財 政 運 用 状 況
　財政事情の作成及び公表に関する条例第２条の規定により、次のとおり平成24年３月31日現

在の草津町の財政事情を公表します。

　平成24年６月１日

草津町長　　黒　岩　信　忠　

１　収入及び支出の概要 （単位：円・％）

一般会計 国保会計 前口簡水会計 公共下水道会計 介護保険会計 後期高齢者医療会計

予 算 額 4,016,413,000 1,007,603,000 7,354,000 274,074,000 459,786,000 79,104,000

収 入 調 定 額 4,592,189,530 1,180,286,779 7,615,747 320,052,320 485,913,079 53,989,199

収 入 額　　　 Ａ 3,868,868,398 903,957,384 6,722,918 222,470,104 365,713,379 52,419,515

予 算 対 収 入 率 96.3 89.7 91.4 81.2 79.5 66.3

調 定 対 収 入 率 84.2 76.6 88.3 69.5 75.3 97.1

支 出 額　　　 Ｂ 3,406,432,126 913,959,451 4,403,307 218,887,497 321,122,566 69,825,490

執 行 率 84.8 90.7 59.9 79.9 69.8 88.3

差 引 収 支　 Ａ － Ｂ 462,436,272 △10,002,067 2,319,611 3,582,607 44,590,813 △17,405,975

一人当たり予算額 569,380 361,018 11,823 53,792 213,555 80,636

（対象者数） 住基＋外登 7,054 被保険者 2,791 給水人口 622 区域内人口 5,095 65歳以上被保険者 2,153 対象者 981

２　公営企業財務適用会計の経理状況 （単位：円）

事業収益　Ａ 事業費用　Ｂ Ａ　－　Ｂ 資本的収入Ｃ 資本的支出Ｄ Ｃ　－　Ｄ

水 道 事 業 会 計 208,972,498 201,639,550 7,332,948 26,472,855 35,973,874 △9,501,019

千 客 万 来 事 業 会 計 442,700,324 420,356,766 22,343,558 293,000,000 527,122,850 △234,122,850

温泉温水供給事業会計 411,423,590 396,030,582 15,393,008 32,450,000 219,302,478 △186,852,478

３　住民負担の状況 （住基＋外登） （単位：円・％）

予算額 調定額 収入額 予算対収入率 調定対収入率 一世帯当たり負担 一人当たり負担

一 般 会 計 町 税 2,014,590,000 2,635,306,625 2,007,317,981 99.6 76.2 （3,436） 586,318 （7,054） 285,595

国 民 健 康 保 険 税 230,698,000 420,309,698 218,322,936 94.6 51.9 （1,592） 144,910 （2,791） 82,657

介 護 保 険 料 90,215,000 111,811,200 96,643,700 107.1 86.4 （1,597） 56,490 （2,153） 41,901

後期高齢者医療保険料 54,108,000 53,557,600 51,987,916 96.1 97.1 （981） 55,155

４　財　　産
　土　　地 1,010,089.51㎡ （山林191,178.78㎡、宅地16,151.20㎡、その他802,759.53㎡）
  他に水道会計24,441㎡、千客万来事業会計（大滝）13,201㎡、温泉温水会計1,602㎡
　建　　物 56,432.68㎡ 他に水道会計781.54㎡　温泉温水会計900.48㎡
  千客万来事業会計19,711.63㎡（うち大滝乃湯1,931.83㎡、草津高原ゴルフ場4,026.86㎡）
　基　　金 959,345,189円 （土地開発基金所有土地4,469.21㎡）
  他に国保基金31,465,987円、前口簡水基金4,747,505円
  奨学資金（金員12,190,625円、貸付未返済額7,809,375円）20,000,000円
  介護給付費準備基金133,925,304円、介護従事者処遇改善臨時特例基金502,768円
　有価証券 182,468,920円 他に千客万来事業会計100,000,000円

５　町　　債 （単位：円）

会　計　名 起債年度 起　債　額 未償還元金 一世帯当たり償還 一人当たり償還

一 般 会 計 債 Ｓ62～Ｈ23 4,573,600,332 2,585,589,347（3,436） 752,499（7,054） 366,542

水 道 事 業 債 Ｓ57～Ｓ63 146,300,000 26,864,775（3,436） 7,818（7,054） 3,808

千 客 万 来 事 業 債 Ｈ11～Ｈ23 1,825,100,000 497,017,410（3,436） 144,650（7,054） 70,458

公 共 下 水 道 事 業 債 Ｓ57～Ｈ22 539,460,000 382,188,202（3,436） 111,230（7,054） 54,180

計 7,084,460,332 3,491,659,734（3,436） 1,016,198（7,054） 494,990
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現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者
医
療

の
保
険
証
が
平
成
24
年
８
月
に
一
斉

更
新
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証

は
８
月
１
日
か
ら
使
用
で
き
る
よ
う

に
、
簡
易
書
留
郵
便
で
、
７
月
中
旬

か
ら
下
旬
に
役
場
か
ら
発
送
し
ま
す

の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

※ 

紛
失
等
の
理
由
に
よ
る
後
期
高
齢

者
医
療
の
保
険
証
の
再
交
付
つ
い

て
　

後
期
高
齢
者
医
療
の
保
険
証
の

再
交
付
に
つ
い
て
、
不
正
取
得
防

止
の
為
、
原
則　

住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド
（
写
真
付
き
）
や
パ
ス

ポ
ー
ト　

運
転
免
許
証
等
で
窓
口

に
来
庁
さ
れ
た
方
の
確
認
を
お
願

い
し
て
お
り
ま
す
。（
※
介
護
保

険
証
等
の
写
真
が
付
い
て
い
な
い

証
明
書
に
つ
い
て
は
２
点
で
証
明

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す

の
で
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。）

　

医
療
機
関
で
の
個
人
負
担
に
つ
い

て
は
、
一
般
の
人
は
１
割
負
担
、
現

役
並
み
所
得
の
人
は
３
割
負
担
と
な

り
ま
す
。（
現
役
並
み
所
得
者
と
は

課
税
所
得
が
１
４
５
万
円
以
上
の
人

が
該
当
し
ま
す
。
例
外
と
し
て
収
入

額
判
定
（
単
身
世
帯
で
３
８
３
万
円

未
満
、
複
数
世
帯
で
５
２
０
万
円
未

満
）
に
よ
り
申
請
す
る
と
１
割
負
担

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

１
カ
月
（
同
じ
月
内
）
の
医
療
費

の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
場

合
に
は
、申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

別
表
１
の
自
己
負
担
額
を
超
え
た
分

が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま

す
。

※ 

自
己
負
担
額
に
は
入
院
時
の
食
事

代
や
差
額
ベ
ッ
ド
料
な
ど
保
険
の

き
か
な
い
も
の
は
合
算
で
き
ま
せ

ん
。

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方

は
、
初
回
の
申
請
だ
け
で
、
２
回

目
以
降
は
登
録
口
座
に
自
動
的
に

振
込
と
な
り
ま
す
。

お
ら
知

せ
 

〜
生
活
・
く
ら
し
の
情
報
〜

　

入
院
を
し
た
と
き
の
１
食
あ
た
り

の
食
事
代
に
つ
い
て
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
々
は
、
申
請
す
る
と
、

別
表
２
の
と
お
り
減
額
と
な
り
ま

す
。（
申
請
は
、
ご
家
族
の
方
で
も

で
き
ま
す
。）

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課　

国
民
健
康
保
険
係

　

℡  
８
８
・
７
１
９
２

※ 

記
載
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今

後
の
政
省
令
に
よ
り
、
変
更
等
の

可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後

も
広
報
誌
等
に
よ
り
お
知
ら
せ
す

る
予
定
で
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
担
当
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
事
務
局
（
前
橋
市
）

℡  
０
２
７
・
２
５
６
・
７
１
７
１

ま
た
は

住
民
課　

後
期
高
齢
者
医
療
係

℡  
０
２
７
９
・
８
８
・
７
１
９
２

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

対
象
者
の
方
々
へ

３　

高
額
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て

１　

保
険
証
の
一
斉
更
新
に
つ
い
て

２ 　

医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
割

合
に
つ
い
て

４ 　

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
に
つ
い
て

別
表
２

入
院
時
食
事
代
の
標
準
負
担
額

別
表
１

自
己
負
担
限
度
額
の
基
準

区　　分 負担割合 ①外来個人 ②入院世帯

現役並み
所 得 者

３割 44,400円
＊１％＋80,100円
（③多数該当は
44,400円）

一　　般 １割 12,000円 44,400円

低所得Ⅱ １割 8,000円 24,600円

低所得Ⅰ １割 8,000円 15,000円

別表１　＊１％は、医療費から一定の額267,000円を差し引いた額の１％です。

所　得　区　分 標準負担額

現役並み所得者、一般 260円

低所得者Ⅱ

90日までの入院 210円

過去12カ月で90日
を超える入院

160円

低所得者Ⅰ 100円

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
を
お
持
ち
の
方
々
へ

　

草
津
町
の
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
70
歳
〜
74
歳
ま

で
の
方
々
で
、
今
現
在
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を
、
お

持
ち
の
方
々
に
つ
い
て
、
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
を
年

度
一
斉
更
新
い
た
し
ま
す
。

　

新
し
い
国
民
健
康
保
険
高
齢

受
給
者
証
は
、
８
月
１
日
か
ら

使
用
で
き
る
よ
う
に
、
７
月
中

旬
か
ら
７
月
下
旬
に
普
通
郵
便

で
発
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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医
療
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
・

社
会
保
険
等
）
が
そ
の
加
入
者
に
対

し
て
実
施
す
る
特
定
健
診
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

① 

草
津
町
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て

い
る
方

◆
40
歳
〜
64
歳
の
方
…
６
月
28
日

（
木
）〜
29
日（
金
）、
７
月
９
日

（
月
）〜
10
日（
火
）に
実
施
す
る

「
は
つ
ら
つ
健
診
」
を
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
65
歳
以
上
の
方
…
７
月
２
日（
月
）

〜
７
月
６
日（
金
）に
実
施
す
る

「
に
っ
こ
り
健
診
」
を
受
診
し
て

く
だ
さ
い
。
当
日
は
、
結
核
レ
ン

ト
ゲ
ン
も
実
施
し
ま
す
。

※
６
月
上
旬
に
草
津
町
か
ら
受
診
案

内
を
送
付
し
ま
す
。

※
受
診
に
際
し
個
人
負
担
金
は
か
か

り
ま
せ
ん
。

※
受
診
の
際
に
は
保
険
証
と
受
診
券

が
必
要
で
す
。

②
社
会
保
険（
協
会
け
ん
ぽ
、各
種
健

康
保
険
組
合
等
）に
加
入
し
て
い

る
方（
国
民
健
康
保
険
、後
期
高
齢

者
医
療
制
度
加
入
者
以
外
の
方
）

◆
加
入
者
の
扶
養
の
方
…
加
入
し
て

い
る
保
険
者
か
ら
発
行
さ
れ
る
受

診
券
と
保
険
証
の
提
示
に
よ
り
①

の
「
は
つ
ら
つ
健
診
」「
に
っ
こ

り
健
診
」
の
受
診
が
可
能
で
す
。

※
保
険
証
と
医
療
保
険
者
が
発
行
す

る
受
診
券
の
無
い
方
は
受
診
で
き

ま
せ
ん
。

◆
加
入
者
本
人
の
方
…
各
事
業
所
主

管
の
事
業
所
健
診
を
優
先
し
て
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

※
保
険
者
ご
と
に
健
診
案
内
の
発
行

時
期
や
配
布
形
態
、
個
人
負
担
金

額
が
相
違
し
ま
す
。
お
早
め
に
ご

自
分
の
加
入
す
る
保
険
者
に
確
認

を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
40
歳
未
満
の
方

　

草
津
町
国
民
健
康
保
険
で
は
、
加

入
者
を
対
象
に
若
年
者
健
診
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

※
社
会
保
険
等（
国
保
以
外
）の
方
は
ご

自
分
の
事
業
所
健
診
や
福
利
厚
生

事
業
に
つ
い
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
特
定
健
診
等
を
受
診
し
た
場
合
、

各
保
険
者
の
実
施
す
る
他
の
助
成
制

度
（
人
間
ド
ッ
ク
助
成
等
）
を
受
け

ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
不
明
な
点
は
お
早
め
に
ご
自
分
の

加
入
す
る
医
療
保
険
者
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課　

℡  
８
８
・
５
７
９
７

　

草
津
町
で
は
次
の
通
り
が
ん
検

診
を
実
施
致
し
ま
す
。
が
ん
は
早

期
に
発
見
す
る
こ
と
で
治
療
が
可

能
に
な
り
ま
す
。
ご
自
分
の
健
康

管
理
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ

い
。

◆ 

申
込
み
開
始
は
６
月
28
日
（
木
）

か
ら
で
す
。
は
つ
ら
つ
健
診
・

に
っ
こ
り
健
診
を
受
け
る
方
は
、

健
診
会
場
で
申
込
み
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
推
進
課

　

℡  
８
８
・
５
７
９
７

▽
対　

象

１
．
児
童
扶
養
手
当

● 

18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の

３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
児
童（
障

害
が
あ
る
場
合
は
20
歳
未
満
の
児

童
）
で
、次
の
い
ず
れ
か
の
条
件

に
あ
て
は
ま
る
児
童
を「
監
護
し

て
い
る
母
」「
監
護
し
、
か
つ
生

計
を
同
じ
く
す
る
父
」、「
父
母
に

か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
」で
す
。

①
両
親
が
離
婚

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡

③
父
又
は
母
が
重
度
の
障
害
者

　

（
国
民
年
金
一
級
程
度
）

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
不
明

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
一
年
以
上
遺
棄

⑥
父
ま
た
は
母
が
一
年
以
上
拘
禁

⑦
未
婚
の
母
の
子

⑧
父
・
母
と
も
に
不
明

２
．
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
ま
た
は
身
体
に
一
定
の
障
害

の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す

る
父
も
し
く
は
母
又
は
父
母
に
代

わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

特
定
健
診
の
お
知
ら
せ

各
種
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ

がん検診 対象者 実施日程 検診方法 自己負担

胃 検 診 40歳以上の方
７月20日㈮、26日㈭、
27日㈮

問診
胃部X線撮影

1,000円

大腸検診 40歳以上の方
７月20日㈮、26日㈭、
27日㈮

問診　便潜血検査 1,000円

子宮検診
20歳以上偶数年齢女性
（H25.3.31現在）

７月20日㈮、８月７日㈫ 問診　内診 1,000円

乳がん検診
※甲状腺検診
はありません

40歳以上偶数年齢女性
（H25.3.31現在）

７月20日㈮、８月７日㈫

問診
乳房X線検査
※今年から視触診
はありません

1,000円

肺がん検診 40歳以上の方

はつらつ検診、にっこり
検診と同時実施
６月28日㈭～29日㈮
７月２日㈪～６日㈮
７月９日㈪～10日㈫

胸部X線検査
問診　喀

かく

痰
たん

検査
1,000円

前立腺検診 50歳以上の男性の方 同　上 問診　血液検査 1,000円

※65歳以上の方は無料です。

ご
存
知
で
す
か
？

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当

大
切
な
お
知
ら
せ

で
す
の
で
ご
確
認

下
さ
い
！

いでゆ　第570号7



３
．
そ
の
他

　

支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
場
合

・ 

児
童
が
児
童
福
祉
施
設
等
に
入
所

し
て
い
る
と
き

・
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
し
て

公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
と
き

※ 

手
当
を
受
け
る
人
や
配
偶
者
な
ど

の
所
得
が
一
定
の
額
を
超
え
る
と

き
は
、
手
当
の
支
給
が
停
止
さ
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※ 

偽
り
や
不
正
な
手
段
に
よ
り
手
当

を
受
給
し
た
と
き
は
、法
令
に
よ

り
罰
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

▽
申
請
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課　

℡  
８
８
・
７
１
９
２

　

24
年
度
入
居
募
集
は
４
月
、７
月
、

10
月
、１
月
の
年
４
回
実
施
し
ま
す
。

今
回
は
７
月
入
居
募
集
の
お
知
ら
せ

で
す
。

▽ 

所
在
地
・
間
取
り
・
募
集
戸
数
・

家
賃　

募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ

い
▽ 

入
居
資
格　

現
在
住
宅
に
困
窮
し

て
お
り
、
親
族
と
入
居
す
る
予
定

の
人
、
ま
た
は
単
身
の
高
齢
者
や

障
害
の
あ
る
人

※
収
入
制
限
が
あ
り
ま
す

※ 

詳
し
く
は
募
集
案
内
ま
た
は
県
住

宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（h
ttp

：//w
w
w
.g
u
n
m
a
-jkk.

o
r.jp
/

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い

▽ 

申
込
期
間　

７
月
１
日（
日
）〜
15

日（
日
）

▽ 

入
居
可
能
日　

平
成
24
年
10
月
１

日（
月
）

▽
申
し
込
み
方
法

　

所
定
の
申
込
用
紙
を
郵
送

▽
申
込
用
紙
・
募
集
案
内
配
布
場
所

　

県
住
宅
供
給
公
社
（
前
橋
市
紅
雲

町
）、
県
土
木
事
務
所
、
市
役
所
・

町
村
役
場
（
土
・
日
・
祝
日
は
県
住

宅
供
給
公
社
以
外
の
場
所
で
は
配
布

し
て
お
り
ま
せ
ん
）

▽
そ
の
他

　

入
居
者
は
、
公
開
抽
選
で
選
定
し

ま
す
。

※ 

一
部
の
住
宅
（
田
口
団
地
、
萱
野

団
地
、
鼻
高
団
地
、
城
山
団
地
、

下
河
原
団
地
、
城
ノ
岡
団
地
、
鳥

山
団
地
、
浜
町
団
地
、
矢
場
団
地
、

成
塚
団
地
、
青
柳
団
地
、
中
島
団

地
）
に
つ
い
て
は
、
随
時
申
し
込

み
を
受
け
付
け
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

県
住
宅
供
給
公
社

　

℡  
０
２
７
・
２
２
３
・
５
８
１
１

　

℻  
０
２
７
・
２
２
３
・
９
８
０
８

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
、
記
帳
・
帳

簿
等
の
保
存
制
度
の
対
象
者
が
拡
大

さ
れ
ま
す

　

個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
前
々

年
分
あ
る
い
は
前
年
分
の
事
業
所
得

及
び
不
動
産
所
得
又
は
山
林
所
得
の

合
計
額
が
３
０
０
万
円
を
超
え
る
方

に
必
要
と
さ
れ
て
い
た
記
帳
と
帳
簿

書
類
の
保
存
が
、
こ
れ
ら
の
所
得
を

生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
全
て
の
方

（
所
得
税
の
申
告
の
必
要
が
な
い
方

を
含
み
ま
す
。）
に
つ
い
て
、
平
成

26
年
１
月
か
ら
同
様
に
必
要
と
な
り

ま
す
。

※ 

記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
や
記

帳
の
内
容
の
詳
細
は
、
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

最
寄
り
の
税
務
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

草
津
町
最
寄
り
の
税
務
署

　

中
之
条
税
務
署

　

℡  
０
２
７
９
・
７
５
・
３
３
５
５

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

h
ttp
://w
w
w
.n
ta.go

.jp

県
営
住
宅
入
居
の
ご
案
内

国
税
庁
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

外
国
人
の
方
の
利
便
性
向
上
の
た

め
に
、
日
本
人
と
同
様
に
外
国
人
の

方
も
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象

と
し
た
「
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
」
が
、
平
成
21
年

７
月
15
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
施

行
日
は
平
成
24
年
７
月
９
日
と
な
り

ま
す
。

◆
外
国
人
登
録
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

外
国
人
の
方
も
住
民
基
本
台
帳
法

の
適
用
対
象
に
加
わ
る
た
め
、
外

国
人
の
方
に
も
住
民
票
が
作
成
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

日
本
人
と
同
様
に
、
外
国
人
の
方

に
つ
い
て
も
世
帯
ご
と
の
住
民
票
に

編
成
さ
れ
る
の
で
、
日
本
人
と
外
国

人
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
も
、
世
帯

全
員
が
記
載
さ
れ
た
住
民
票
の
写
し

等
が
発
行
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

※
外
国
人
の
方
も
市
外
へ
住
所
を
変

更
す
る
と
き
は
転
出
届
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

外
国
人
登
録
法
で
は
、
市
外
へ

住
所
を
変
更
す
る
と
き
は
転
出
届

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

日
本
人
と
同
様
に
市
外
へ
住
所
を

変
更
す
る
と
き
に
は
転
出
届
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

◆
入
管
法
が
改
正
さ
れ
外
国
人
の
方

の
利
便
性
が
向
上
す
る
た
め
、
外

国
人
の
方
の
負
担
が
減
り
ま
す
。

　

従
来
は
入
国
管
理
局
で
在
留
資
格

の
変
更
や
、
在
留
期
間
の
更
新
等
の

手
続
き
を
行
っ
た
あ
と
に
居
住
地
の

町
役
場
で
変
更
の
届
け
出
が
必
要
で

し
た
が
、
改
正
後
は
町
役
場
へ
の
届

出
は
不
要
で
す
。

　

７
月
９
日
以
降
は
町
役
場
へ
の
届

出
は
住
所
変
更
の
み
に
な
り
ま
す

（
特
別
永
住
者
の
方
の
町
へ
の
届
出

は
住
所
変
更
及
び
特
別
永
住
者
証
明

書
の
更
新
と
な
り
ま
す
）。

◆
外
国
人
登
録
証
明
書
が
な
く
な
り
、

在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者

証
明
書
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

【
特
別
永
住
者
の
方
】
現
在
お
持
ち

の
外
国
人
登
録
証
明
書
の
次
回
確

認
日
ま
で
有
効
で
す
。

　

切
替
時
に
「
特
別
永
住
者
証
明

書
」
に
切
り
替
わ
り
ま
す
（
交
付

申
請
の
窓
口
は
従
来
と
同
様
町
役

場
で
す
）。

【
永
住
者
の
方
】
改
正
後
３
年
以
内

に
入
国
管
理
局
で
手
続
き
を
行

い
、「
在
留
カ
ー
ド
」
へ
の
切
り
替

え
が
必
要
で
す
。

７
月
９
日
・
外
国
人
登
録

法
が
廃
止
さ
れ
入
管
法
と

住
民
基
本
台
帳
法
が
変
わ

り
ま
す
！
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吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

で
は
、
平
成
25
年
度
に
採
用
す
る
職

員
を
募
集
し
ま
す
。

１
．
採
用
予
定
職
種
・
人
員

　

消
防
職　

４
名

　
（
う
ち
救
急
救
命
士
枠
２
名
）

　

養
護
老
人
ホ
ー
ム

　

看
護
職
１
名　

介
護
職
２
名

２
．
受
験
資
格

（
Ａ
）消
防
職
（
次
の
①
②
③
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
④
に
該
当

す
る
こ
と
）

①
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
を

平
成
18
年
３
月
以
降
卒
業
し
た
者
、

ま
た
は
平
成
25
年
３
月
卒
業
見
込

み
の
者
。

②
大
学
入
学
資
格
検
定
合
格
者
、
ま

た
は
平
成
25
年
３
月
ま
で
に
合
格

見
込
み
の
者
。

③
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
者
、
ま
た
は
平
成
25
年
３
月
ま

で
に
合
格
見
込
み
の
者
。

④
昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

者
。

（
Ｂ
）看
護
職
（
次
の
①
②
③
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
こ
と
）

①
看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師
免
許
保

有
者
。

②
看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師
と
し
て

の
実
務
経
験
年
数
５
年
以
上
の

者
。

③
昭
和
42
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
た
者
。

（
Ｃ
）介
護
職
（
次
の
①
②
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
こ
と
）

①
介
護
福
祉
士
免
許
保
有
者

　

（
ま
た
は
来
春
取
得
予
定
者
）

②
昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
７

年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

者
。

３
．
試
験
日
・
内
容
・
会
場

▽ 
第
１
次
試
験
（
群
馬
県
町
村
会
が

実
施
す
る
県
内
町
村
職
員
採
用
統

一
試
験
）

・
試
験
日　

９
月
16
日（
日
）

・
試
験
内
容　

教
養
試
験（
職
員
と

し
て
必
要
な
一
般
的
教
養
・
知

識
・
知
能
に
つ
い
て
択
一
式
試

験
）

・
会
場　

中
之
条
町
文
化
会
館　

会

議
室
（
中
之
条
町
大
字
西
中
之
条

１
３
５
）

▽
第
２
次
試
験
（
第
１
次
試
験
合
格

者
を
対
象
と
す
る
）

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整

備
組
合
職
員
募
集
の
お
知

ら
せ

・
試
験
内
容　

作
文
・
体
力
試
験

（
消
防
職
）、
作
文
・
面
接
（
看
護

職
・
介
護
職
）

・
期
日
・
会
場　

未
定

▽
第
３
次
試
験
（
消
防
職
の
み
に
実

施
。
第
２
次
試
験
合
格
者
を
対
象

と
す
る
）

・
内
容　

面
接

・
期
日
・
会
場　

未
定

４
．
受
験
申
込
期
間

　

24
年
７
月
２
日
〜
８
月
10
日

※
受
験
申
込
書
は
、
吾
妻
広
域
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で

き
ま
す
。
ま
た
、
消
防
各
署
及
び

養
護
老
人
ホ
ー
ム
並
び
に
吾
妻
広

域
事
務
局
（
中
之
条
町
文
化
会
館

２
階
）に
も
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

５
．
申
込
方
法

　

簡
易
書
留
（
８
月
10
日
必
着
）
又

は
、
直
接
持
参
で
吾
妻
広
域
圏
事
務

局
へ
提
出
し
て
下
さ
い
。

▽
申
込
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

吾
妻
広
域
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

　

事
務
局

　

〒
３
７
７
―
０
４
２
５

群
馬
県
吾
妻
郡
中
之
条
町
大
字
西

中
之
条
１
３
５
番
地
（
中
之
条
町

文
化
会
館
内
）

　

℡  
０
２
７
９
・
７
５
・
４
７
０
０

※ 
詳
細
に
つ
い
て
は
吾
妻
広
域
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
す
。

挑
戦
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

採
用
試
験
の
お
知
ら
せ

【
上
記
以
外
の
方
】
改
正
後
の
在
留

資
格
の
変
更
時
、
ま
た
は
在
留
期

間
の
更
新
時
に
入
国
管
理
局
で

「
在
留
カ
ー
ド
」
に
切
り
替
わ
り

ま
す

◆
観
光
な
ど
の
短
期
滞
在
者
等
を
除

い
た
、
適
法
に
３
カ
月
を
超
え
て

在
留
す
る
外
国
人
で
住
所
を
有
す

る
人
が
対
象
で
す
。

①
中
長
期
在
留
者
（
在
留
カ
ー
ド
交

付
対
象
者
）

②
特
別
永
住
者

③
一
次
庇
護
許
可
者
ま
た
は
仮
滞
在

許
可
者

④
出
生
に
よ
る
経
過
滞
在
者
ま
た
は

国
籍
喪
失
に
よ
る
経
過
滞
在
者

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

住
民
課　

℡  
８
８
・
７
１
９
２

h
ttp
://w
w
w
.a
ga
-ko
u
iki.jp

/

ま
た
は
「
あ
が
つ
ま
広
域
」
で
検

索
で
き
ま
す
。

▽
受
験
資
格

① 

平
成
24
年
４
月
１
日
に
お
い
て
高

校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
年

を
経
過
し
て
い
な
い
者
、
及
び
平

成
25
年
３
月
ま
で
に
高
校
又
は
中

等
教
育
学
校
卒
業
見
込
み
の
者

② 

人
事
院
が
①
に
掲
げ
る
者
に
準
ず

る
と
認
め
る
者

▽
受
験
申
込
期
間

①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み

平
成
24
年
６
月
26
日（
火
）９
時
〜

７
月
５
日（
木
）17
時（
受
信
有
効
）

②
郵
送
又
は
持
参
申
込
み

平
成
24
年
７
月
２
日（
月
）〜
７
月

10
日（
火
）※
７
月
10
日
ま
で
の
通

信
日
付
印
有
効

▽
問
い
合
わ
せ
先

① 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
込
み
に
関
す

る
問
い
合
わ
せ

　

人
事
院　

人
材
局　

試
験
課

　

℡  
０
３
・
３
５
８
１
・
５
３
１
１

　

内
線
２
３
３
３

・
９
時
30
分
か
ら
17
時
（
土
・
日
曜

日
及
び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

サマージャンボ宝くじ、
2000万サマーはお近く
の宝くじ売り場でお買い
求めください！
★発売期間★

７月９日㈪～27日㈮
　この宝くじの収益金は市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます。

住
民
票
を
作
成
す
る
外
国
人

住
民
の
対
象
は
？

税
務
職
員
採
用
試
験
の

お
知
ら
せ
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間
」
と
し
て
、
い
じ
め
、
体
罰
、
虐

待
な
ど
、
子
ど
も
の
人
権
に
関
す
る

相
談
・
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
の
電
話

相
談
の
取
扱
い
時
間
を
延
長
し
ま

す
。

※
携
帯
電
話
か
ら
も
接
続
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
、
Ｉ
Ｐ
電
話
か

ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

※
受
付
時
間
は
月
〜
金
曜
日
ま
で
は

８
時
30
分
か
ら
19
時
ま
で
で
す
。

土
・
日
曜
日
は
10
時
〜
17
時
ま
で

と
な
り
ま
す
。

※
対
応
は
法
務
局
職
員
と
人
権
擁
護

委
員
が
あ
た
り
、
秘
密
は
固
く
守

り
ま
す
。

②
前
述
①
以
外
の
問
い
合
わ
せ

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課　

試
験
係

℡  
０
４
８
・
６
０
０
・
３
１
１
１

内
線
２
０
９
５
又
は
２
０
９
７

９
時
か
ら
17
時
（
土
・
日
曜
日
及

び
祝
日
等
の
休
日
は
除
く
。）

　

栗
生
楽
泉
園
で
は
、「
も
っ
と
知
り

た
い
歯
周
病
の
世
界
」
と
い
う
題
目

で
専
門
医
に
よ
る
講
演
会
を
開
催
し

ま
す
。

　

み
な
さ
ま
の
健
康
管
理
に
お
役
立

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

▽
講
師　

成
石
浩
司　

准
教
授

（
岩
手
医
科
大
学　

歯
学
部　

口

腔
機
能
保
存
学
講
座
）

▽
日
時　

７
月
12
日（
木
）

　

13
時
15
分
よ
り

※
予
約
は
不
要
で
す
。

　

約
１
時
間
程
度
の
講
演
時
間
を
予

定
し
て
い
ま
す
。

▽
会
場　

国
立
療
養
所
栗
生
楽
泉
園

　

中
央
会
館

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

国
立
療
養
所　

栗
生
楽
泉
園

　

℡  
８
８
・
３
０
３
０

　

担
当　

歯
科　

園
井

６
月
は

「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」
で
す

　
「
土
砂
災
害
防
止
月
間
」
と
は
土

砂
災
害
防
止
に
つ
い
て
の
理
解
と
関

心
を
深
め
る
た
め
、
防
災
知
識
の
普

及
、
警
戒
避
難
体
制
の
整
備
等
に
関

す
る
各
種
運
動
を
実
施
す
る
こ
と
に

よ
り
、
土
砂
災
害
に
よ
る
人
命
、
財

産
を
守
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま

す
。

　

本
月
間
に
合
わ
せ
た
普
及
活
動
の

一
環
と
し
て
、
土
砂
災
害
な
ど
か
ら

暮
ら
し
を
守
る
防
災
に
つ
い
て
学
ぶ

講
座
を
開
催
し
ま
す
。
今
年
度
の
第

１
回
目
は
「
酸
性
河
川
の
対
策
事
業

と
台
風
12
号
に
お
け
る
技
術
支
援
報

告
」
で
す
。
み
な
さ
ま
の
防
災
意
識

向
上
の
た
め
に
お
役
立
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

▽
日
時　

６
月
28
日（
木
）

・
室
内
講
義　

11
時
〜
14
時

・
野
外
学
習　

14
時
〜
15
時

▽
会
場

・
室
内
講
義
会
場

　

品
木
ダ
ム
水
質
管
理
所
会
議
室

・
野
外
学
習
会
場

　

遅
沢
川
第
五
床
固
工
工
事
現
場

　
（
長
野
原
町　

大
津
地
先
）

▽
講
師　

国
土
交
通
省
職
員

▽
定
員　

50
名
（
先
着
順
）

▽
申
込
方
法　

電
話
ま
た
は
メ
ー
ル

（
携
帯
電
話
メ
ー
ル
は
不
可
）
で

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
参
加
料
は
無
料
で
す
。

▽
問
い
合
わ
せ
及
び
申
込
み
先

　

国
土
交
通
省　

関
東
地
方
整
備
局

　

利
根
川
水
系
砂
防
事
務
所

　

砂
防
公
開
講
座
担
当
ま
で

　

℡  
０
２
７
９
・
２
２
・
４
１
７
７

・
申
込
用
メ
ー
ル

　
to
n
esab

o
@
ktr.m

lit.go
.jp

※
申
込
期
限　

６
月
25
日（
月
）

　

法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員

連
合
会
で
は
、
６
月
25
日（
月
）か
ら

７
月
１
日（
日
）ま
で
の
一
週
間
を

「
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
強
化
週

〜
健
康
管
理
に
お
役
立
て
下
さ
い
〜

栗
生
楽
泉
園

講
演
会
開
催
の
お
知
ら
せ

〜
防
災
に
つ
い
て
学
び
ま
せ
ん
か
〜

国
土
交
通
省

砂
防
公
開
講
座
受
講
生
募

集
の
お
知
ら
せ

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

講
演
会
の
お
知
ら
せ

困
っ
た
時
に
ご
利
用
下
さ
い

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

 

そ
の
他
情
報

草津町広報誌「いでゆ」は毎月第２金曜日発行です
　町民のみなさんに町の情報や話題を提供するのが“広報いでゆ”です。発行は毎月１回
で、回覧等と一緒に各家庭へ配布しています。
　役場庁舎内にも配布場所を設けておりますので併せてご利用下さい。

◆配布場所　役場庁舎２階町民ホール、２階観光課前、３階総務課前、図書館、保健センター
※配布部数に限りがあります。
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　草津町では放射線測定器を用いて、役場庁舎前で空間放射線測定を週１回のペースで実施しています。
測定場所：草津町役場庁舎前　地上50cm（北緯36°37′15″　東経138°35′45″）
測定機器：シンチレーション式環境放射線モニター　Mr.Gamma　A2700型
※測定値の単位は、「マイクロシーベルト毎時（μSv/h）」です。

測定月日 測　定　値 天　候 測  定  時  刻
５月７日 0.096 くもり 午後１時15分
５月14日 0.083 晴　れ 午前９時40分
５月21日 0.075 晴　れ 午前９時00分
５月28日 0.107 晴　れ 午前９時21分

測定結果 マイクロシーベルト毎時

　ふるさと納税「草津よいとこ元気基金」につきまして、条例に則り運用状況を公表いたします。
【平成24年３月31日現在】

事 業 の 種 類 及 び 内 訳 現在基金残高（単位：円）
□教育 1,020,000

① 学校施設及び社会教育施設に係る事業 580,000
② 図書館及び図書資料等整備に係る事業 350,000
③ 青少年育成及びスポーツ振興に係る事業 90,000

□福祉 18,050,000
④ 少子・高齢化対策に係る事業 9,050,000
⑤ 障害者対策、社会福祉に係る事業 9,000,000

□保健 20,000
⑥ 住民の健康推進に係る事業 0
⑦ 住民の食育に係る事業 20,000

□観光 1,895,000
⑧ 観光資源の保全及び整備促進に係る事業 780,000
⑨ 観光宣伝及び誘客イベント開催に係る事業 1,115,000

□環境 12,020,000
⑩ 自然環境保護、温暖化対策に係る事業 1,210,000
⑪ 循環型社会構築、生活環境改善に係る事業 130,000
⑫ 源泉及び温泉文化の保護に係る事業 10,680,000

□安全 52,000
⑬ 防災・防犯・治安に係る事業 40,000
⑭ 交通対策・降雪対策に係る事業 12,000

□その他 3,715,000
⑮ 事業の指定を町長に一任する 3,715,000

□利子 52,806
⑯ 基金利子分 52,806

基　　金　　合　　計 36,824,806

草津よいとこ元気基金の運用状況について

※現在の放射線量は、基準値以内で健康に影響を与えるレベルではありません。
※参考：国際基準　0.23マイクロシーベルト毎時（μSv/h）
　　　　年間１ミリシーベルト以下（1,000マイクロシーベルト ＝ １ミリシーベルト）
※ あおぞら保育園・小学校・中学校についても、現在の放射線量は健康に影響を与えるレベルではありません。

草津町における空間放射線量測定結果について（最新）草津町における空間放射線量測定結果について（最新）
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　日頃より、本町国民健康保険事業にご理解ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、本年７月より平成24年度の国民健康保険税の賦課決定、及び納付が下記により開始されます。

　国民健康保険税は、地域医療を支える大切な財源ですので、被保険者のいる世帯主の方は、納め忘れのな

いよう、納期限内納付にご協力願います。

【平成24年度　国民健康保険税 納期について】

【草津町国民健康保険税の課税区分・税率等】
平成24年度は税率等が改正されます。

　草津町では、平成19年度に課税方式の変更（資産割の廃止、課税所得の算出方法の変更）を行なって以来、

税率については被保険者の負担増を避けるため、改正を据え置いてきました。

　しかし、近年の少子高齢化の影響や、医療給付費の増加、景気低迷からの税収の悪化、さらには平成20年

度に創設された「高齢者の医療の確保に関する法律（後期高齢者医療）」に伴う同制度への支援金の追加な

どから、国保財政の運営に際して、財源が不足しております。

　このようなことから、平成24年度においては、税率を上昇改正し、高騰する医療給付や後期高齢者への支

援にあてる財源確保にご協力をいただかなければならない状況にあります。

　つきましては、平成24年度国民健康保険税の税率等は、条例改正により下表のとおり変更されていますの

でご確認願います。

草津町国民健康保険　被保険者の皆様へ

平成24年度  国民健康保険税について

【普通徴収（納付書又は口座振替で納税）の場合】
期　　別 （納期月） 納　　期　　限
第１期 （７月） 平成24年７月31日 （火）
第２期 （８月） 平成24年８月31日 （金）
第３期 （９月） 平成24年10月１日（月）
第４期 （10月） 平成24年10月31日（水）
第５期 （11月） 平成24年11月30日（金）
第６期 （12月） 平成25年１月４日 （金）
第７期 （１月） 平成25年１月31日 （木）
第８期 （２月） 平成25年２月28日 （木）
第９期 （３月） 平成25年４月１日 （月）

○ 草津町の国民健康保険税は、12カ月分（年税額）を
９回に分けて納付していただきます。

○ 納期限を過ぎても納付がない場合は、日歩計算によ
り延滞金が加算されます。

○ 納め忘れ防止のため便利な口座振替をご利用下さ
い。（申込みは、各金融機関、ゆうちょ銀行窓口で！）
※ 口座振替については、各納期月の翌月７日（土日祭
日の場合は翌日）となります。

○ 第２期以降に納税義務が発生（転入や社会保険離脱
など）した場合は、直近の期別（納期月）より納税
が開始されます。

課税区分等 平成23年度 平成24年度 前年度対比

医療分

所得割率（課税標準額×所得割率） 6.10％ 6.50％ 0.40％
被保険者均等割額 19,300円 19,500円 200円
世帯平等割額 39,000円 38,000円 △1,000円
賦課限度額 51万円 51万円 据え置き

後期高齢者
支援金分

所得割率（課税標準額×所得割率） 1.20％ 2.20％ 1.00％
被保険者均等割額 5,000円 7,200円 2,200円
世帯平等割額 7,000円 8,200円 1,200円
賦課限度額 14万円 14万円 据え置き

介護納付金分
40歳
～

65歳未満

所得割率（課税標準額×所得割率） 1.30％ 1.30％ 据え置き
被保険者均等割額 6,200円 6,200円 据え置き
世帯平等割額 8,000円 8,000円 据え置き
賦課限度額 12万円 12万円 据え置き
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【非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減措置】
　会社の倒産や解雇、雇止めなどの特定の理由により離職したため、「雇用保険特定受給資格者及び特定理由

離職者」となられた場合は、国民健康保険税が、離職日の翌日から一定期間軽減されます。（給与所得のみ

対象）

　また、高額療養費の算定に係る所得についても軽減後の給与所得が反映されます。

　なお、軽減措置の判定については、所定の申告と、ハローワークで発行される雇用保険受給資格者証が必

要となりますので、詳しくは草津町役場住民課国保税担当者までご相談願います。

【所得状況が不明の世帯の国保税について】
　国保税の算定上、住民税の賦課期日現在（平成24年１月１日現在）草津町に住所をしていない方が、同年

１月２日以降に国保の資格を得た場合や、所得税や住民税の申告されていない（未申告）被保険者がある場

合は、当初賦課では所得の把握ができないため実態を把握した段階で第２期以降に税額変更（増額又は減額）

をする場合がありますので了承願います。

【国保加入・離脱手続きはお忘れなく】
　国民健康保険への「加入」及び「離脱」に関しては、全て世帯主による届出制となっています。（事実発

生日から14日以内に役場へ届け出る義務があります。）

　「国保加入」に際しては職場を退職した場合や新たに他の市町村から転入、あるいは出生など原因とする

場合があります。

　またその逆に「国保離脱」につきましては、就職したことによる会社等の健康保険制度への加や、町外へ

の転出などがあげられます。

　いずれにしましても、日本では国民皆保険制度により、何らかの健康保険へ強制的に加入しなればなりま

せん。よって届出が遅れますと、事実発生日まで遡り国保税が請求されるケースもあますのでご注意くださ

い。

　届出は極力お早めにお願いします。

【国保税の納め忘れにご注意。】
　国保税は、地域医療の重要な財源であり、加入者全体の相互扶助により成り立っています。よって、国保

税の未納が増加すると、高騰傾向にある医療費を賄うことができなくなり、国民健康保行政の運営全体に支

障が生じる可能性がありますので、国保税の納め忘れがないように、ご注意願います。

　災害や特別の事情により納期内納付が困難な場合は、速やかに納税相談を行い、未納額をそのま放置しな

いようお願いします。

　納め忘れ防止策として、口座振替にすれば、一度の手続きで各納期月毎に振替が継続されますで、有効な

納税方法となります。

　町内の金融機関窓口や郵便局窓口で手続きができますので、お取引先の金融機関または郵便局窓口で手続

きを行ってください。※手続きには、通帳と通帳届出印が必要となります。

　また、コンビニエンスストアにおいても24時間納税できますので、こちらも是非ご利用ください。

お問い合わせ先 草津町役場　愛町部　住民課　TEL.88－7192　国保係まで

草津町役場ホームページ（ 　で検索）をご覧ください。

「生活情報」 → 「税金・保険・年金」 → 「国民健康保険」

その他国保情報は
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草津町顧問弁護士　樋口和彦先生（法律事務所コスモス）
による法律基本知識コーナー 相続法の基本知識　その２
１ 　今回はいったい誰が相続人となるのかについてお話
します。

　配偶者（夫または妻）は常に相続人となります。その他に子、
子がないときは父母、祖父母、曾祖父母（これらを「直系尊属」
と言います）がこの順番で相続します。直系尊属がないとき
には兄弟姉妹が相続人となります。

２ 　「子がないとき」と言いましたが、いくつかの注意が
必要です。

①法律上は、「勘当」という制度はありません。父親が怒って
『勘当だ、出ていけ！』と怒鳴ったからといって法律上の父
子の縁が切れるということはありません。
　勘当された子も相続する権利は失われないことになりま
す。もっとも「廃除」という制度があり、相続される人（こ

れを「被相続人」と言います）に虐待や侮蔑を加えた相続
人が相続できないように生前に家庭裁判所に申し立てをす
ることができます。
　遺言によっても廃除をすることができます。

②母親のおなかの中にいて、まだ生まれていない胎児は相続
問題ではすでに生まれた人とみなします。従って、胎児に
も相続権があることになります。
③被相続人が亡くなる前に子が廃除や死亡で相続できないこ
とになった場合はその子Ａが、Ａが相続開始前に相続でき
なくなった場合はさらにその子Ｂが、さらにまたその子Ｃ
（これを「直系卑属」と言います。）というように代々の子
が相続します。
　これを「代襲相続」といいます。なお、兄弟姉妹につい
ては一代に限り代襲相続が認められます。

コンウォール・リー女史生誕祭が開催されましたコンウォール・リー女史生誕祭が開催されました
〈コンウォール・リー女史生誕祭〉
　５月20日（日）大正から昭和初期に草津でハンセン病患者のために尽力したイギリス人宣教師コンウォー

ル・リー女史の生誕祭が頌徳公園でおこなわれました（頌徳公園はリー女史をたたえるために作られた公園

です）。20日はリー女史の155回目の誕生日でした。町民が中心となって組織されている「コンウォール・

リー女史顕彰会」（荻原利彦会長）と日本聖公会北関東教区が共催したこの生誕祭は、町内外から70名ほどの

参加があり、リー女史の草津での活動を再認識しました。

〈リーかあさま記念館オープン〉
　生誕祭と同じ日に地蔵区の聖バルナバ教会の脇に「リーかあさま記念館」がオープンしました。どなたで

も無料で観ることができます。毎週月・金・土の10時から15時まで開館しており、リー女史の草津での活

動が紹介されているほか、貴重な資料（リー女史の水彩画や愛用の品々、当時の草津の写真等）を観ること

ができます。町民のみなさんにはぜひ足をお運びいただき、草津に観光で訪れるお客様にもお勧めいただけ

ればと思います。

生誕祭のようす。曇り空でしたが、リー女史
の胸像に花を捧げました。
新聞社やNHKの取材も行われました。

聖バルナバ教会脇にオープンした「リーかあ
さま記念館」草津におけるハンセン病の歴史
を知ることができます。
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長野原警察署
℡  .82-0110

サイバー犯罪情報・被害相談専用電話の開設についてサイバー犯罪情報・被害相談専用電話の開設について

長野原警察署からのお知らせ長野原警察署からのお知らせ
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① 通学路を車で走る際にはいつも以上に減速するなど、子ども
たちの安全を第一に考えた運転をしましょう。

　通学路の中には道が狭く、歩道もない場所があり、子どもたちは
常に危険にさらされています。

②通学路における危険箇所を発見しましょう。
　見通しの悪い交差点、白線が消えかかっている、ミラーが壊れて
いるなど、通学路において危険箇所を発見した場合には道路管理者
（役場など）または長野原警察署（草津町交番）まで連絡してくだ
さい。

③子どもたちの手本となるよう交通ルールを守って下さい。
　子どもたちは運転する大人の行動をよく見ています。子どもに交
通ルールを守るよう教えても、大人の皆さんが横断歩道を使わずに
道を横断したり、交通ルールを守らなければ子どもも交通ルールを
守りません。
　まずは子どもたちの手本となるような交通マナーを実践しましょう。

※ 長野原警察署では通学路における交通事故抑止のため、今まで以上にパトロール
や交通指導取締りを強化します。

ワンポイント  アドバイスおまわりさんの

　群馬県警察では、みなさんがサイバー犯罪の被害にあった場合や不審なサイトを発見した場合、犯人の
検挙や情報の削除等を行うため、生活安全企画サイバー犯罪捜査室内に『サイバー犯罪情報・被害相談専
用電話』を開設しました。
　取扱い相談内容の例としては、
　　◆ホームページが改ざんされた
　　◆会社や自宅のコンピュータがウイルスに感染した
　　◆ネットオークションやネットバンキング等のID・パスワードが勝手に変更され、買い物された
　　◆覚せい剤・携帯電話・預貯金通帳等を売り買いするサイトがある
　上記のような犯罪被害に遭った場合や、違法と思われるサイトを発見した場合には

TEL：080－2350－0001（平日８：30～17：15）
E-mail：cyberpolice_gunma@docomo.ne.jp　のいずれかに通報をお願いいたします。

★契約やトラブルに関するトラブルが発生したとき!
　★借金の問題を抱えているとき!
　　★商品の使用による事故が発生したとき!
　　　　　　　　　……トラブルを最小限にとどめるために、早めの相談が重要です。

お問い合わせ
ご相談は…

吾妻郡消費生活センター
TEL.0279－75－1166（平日　8：30～12：15、13：00～16：00）

こんなときは…！ すぐにご相談下さい‼ 
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こんにちは、図書館ですこんにちは、図書館です
草津を知る・シリーズ⑤

頼朝伝説〈１〉頼朝伝説〈１〉

草津に住んでいるけれど、草津に住んでいるけれど、
　　　　意外と知らない草津のこと。　　　　意外と知らない草津のこと。

草津について改めて草津について改めて
　　　　知識を深めてみませんか？　　　　知識を深めてみませんか？

草津町立図書館所蔵の資料から草津町立図書館所蔵の資料から
　　　　司書が町の歴史をひもといていきます。　　　　司書が町の歴史をひもといていきます。

　

草
津
に
は
鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源

頼
朝
が
草
津
温
泉
を
見
つ
け
た
と
い

う
「
頼
朝
開
湯
伝
説
」
が
残
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
伝
説
の
だ
い
た
い
の
ス

ト
ー
リ
ー
は
こ
う
で
す
。

　

建
久
４
（
１
１
９
３
）
年
４
月
頼

朝
と
多
く
の
家
臣
が
三
原
野
（
西
吾

妻
一
帯
）
で
大
規
模
な
狩
り
を
お
こ

な
い
ま
す
。
こ
の
狩
り
の
年
代
や
場

所
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
平
氏
や
木
曾
義
仲
の
残
党
を

見
つ
け
出
す
た
め
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
（
義
仲
の
伝
説
も
草
津
や
旧
六

合
村
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

別
な
機
会
に
）。

　

頼
朝
が
狩
り
の
途
中
、
硫
黄
の
香

が
鼻
を
つ
き
、
は
る
か
な
谷
底
か
ら

白
煙
が
の
ぼ
る
の
を
見
て
怪
し
ん
で
、

土
地
の
住
人
の
御
殿
助
と
い
う
者
に

命
じ
て
草
を
刈
り
、
そ
の
白
煙
の
湧

き
上
が
る
と
こ
ろ
を
掘
ら
せ
る
と
温

泉
が
湧
き
出
し
た
。
頼
朝
は
大
い
に

喜
ん
で
、
病
気
で
あ
っ
た
足
利
駒
王

丸
（
注
・
頼
朝
の
家
来
）
を
入
浴
さ

せ
て
試
み
る
と
、
七
日
で
す
っ
か
り

治
っ
た
（
略
）。
頼
朝
が
そ
の
と
き

腰
か
け
た
石
が
「
御
座
石
」
と
よ
ば

れ
、
入
っ
た
湯
を
「
御
座
之
湯
」
と

呼
び
、
そ
の
上
に
祠
を
建
て
て
頼
朝

を
祀
り
「
頼
朝
宮
」
と
呼
ん
だ
。

（『
草
津
温
泉
史
』
河
合
勇
太
郎　

１

９
７
５
）。
本
に
よ
っ
て
は
、
足
利

駒
王
丸
は
登
場
せ
ず
、
頼
朝
だ
け
が

温
泉
に
入
浴
し
た
と
い
う
記
述
も
あ

り
ま
す
。

　

草
津
を
は
じ
め
吾
妻
郡
内
に
は
頼

朝
に
関
す
る
伝
説
が
残
っ
て
い
ま
す
。

各
地
の
伝
説
に
関
し
て
は
次
回
、
頼

朝
伝
説
〈
２
〉
で
細
か
く
紹
介
し
ま

す
。

　

今
回
は
、
草
津
で
た
ど
る
こ
と
の

で
き
る
「
頼
朝
」
ゆ
か
り
の
も
の
を

紹
介
し
ま
す
。

 

２
つ
の
「
頼
朝
宮
」 

　

頼
朝
を
ま
つ
っ
た
と
さ
れ
る
「
頼

朝
宮
」
は
現
在
、
湯
畑
か
ら
光
泉
寺

の
階
段
に
向
か
う
右
手
の
小
さ
な
源

泉
の
中
に
あ
り
、
ご
覧
に
な
っ
た
こ

と
の
あ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
観

光
客
が
そ
こ
に
め
が
け
て
お
賽
銭
を

投
げ
て
い
る
光
景
を
よ
く
目
に
す
る
、

あ
の
石
の
小
さ
な
お
宮
で
す
。
昭
和

61
（
１
９
８
６
）
年
に
草
津
町
指
定

重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
「
頼
朝
宮
」
は
湯
の
中
に
つ
か
っ

て
い
る
台
石
か
ら
石
殿
屋
根
ま
で
長

さ
約
２
ｍ
、
石
殿
だ
け
の
高
さ
は
75

㎝
。「
天
明
二
年
壬
寅
八
月
初
三
日
」

と
刻
ま
れ
て
い
ま
す
（『
草
津
温
泉

頼
朝
伝
説
〈
１
〉
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の
文
化
財
』
草
津
町
教
育
委
員
会　

１
９
９
８
）。
＊
天
明
二
年
は
１
７

８
２
年
。
こ
の
頼
朝
宮
は
様
々
な
絵

図
に
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
草
津

の
名
所
の
一
つ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
「
頼
朝
神
社
」
と
呼

ば
れ
る
石
宮
が
あ
る
の
を
ご
存
知
で

し
ょ
う
か
。
白
根
神
社
の
境
内
（
児

童
公
園
の
近
く
の
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
林
の

中
）
に
、
ひ
っ
そ
り
た
た
ず
ん
で
い

ま
す
（
写
真
）。
こ
れ
は
明
治
21
年

（
１
８
８
８
）
年
５
月
に
造
ら
れ
、

昭
和
17
（
１
９
４
２
）
年
10
月
ま
で

旧
湯
之
澤
区
（
今
の
「
大
滝
乃
湯
」

周
辺
）
に
あ
っ
た
も
の
を
移
転
し
た

も
の
で
す
（『
風
雪
の
紋　

栗
生
楽

泉
園
患
者
50
年
史
』
Ｐ
．４
２
０
，

１
９
８
２
）。
特
に
頼
朝
神
社
と
は

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、『
草
津
の
神

社
仏
閣
』（
中
沢
蔀　

Ｐ
．39
，
１
９

８
８
）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
特

徴
や
石
に
彫
ら
れ
て
い
る
記
述
（
石

工
の
名
前
等
）
で
特
定
で
き
ま
す
。

ま
た
上
部
に
笹
竜
胆
（
サ
サ
リ
ン
ド

ウ
）
の
紋
が
彫
ら
れ
て
い
ま
す
（
こ

の
紋
は
源
氏
の
紋
で
す
）
こ
の
こ
と

か
ら
も
頼
朝
に
縁
の
あ
る
も
の
だ
と

分
か
り
ま
す
。

　
「
頼
朝
宮
」
や
「
頼
朝
神
社
」
は

現
存
し
て
い
ま
す
が
、
頼
朝
に
縁
の

あ
る
も
の
が
あ
と
二
つ
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

 

「
御
座
石
」
は
ど
こ
に 

　

ひ
と
つ
め
は
、
頼
朝
の
腰
か
け
た

「
御
座
石
」
で
す
。『
草
津
の
神
社
仏

閣
』（
中
沢
蔀　

１
９
８
８　

Ｐ
．

39
）
に
は
昔
の
記
録
の
引
用
と
し
て

「
御
座
の
湯
の
上
の
方
に
柵
あ
り
、

内
に
大
岩
あ
り
、
こ
れ
頼
朝
公
御
座

成
り
居
ら
れ
し
石
な
り
と
云
う
（
後

略
）」
と
あ
り
ま
す
（
こ
の
記
述
は

天
明
４
（
１
７
８
４
）
年
に
書
か
れ

た
も
の
の
よ
う
で
す
）。「
頼
朝
宮
」

が
造
ら
れ
た
時
代
に
「
御
座
石
」
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
す
が
、

現
在
で
は
「
御
座
石
」
は
ど
こ
に
あ

る
の
か
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

江
戸
期
に
つ
く
ら
れ
た
い
く
つ
か
の

絵
図
を
見
て
も
「
御
座
石
」
は
見
つ

け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
き
な
岩

と
言
う
こ
と
な
の
で
目
立
つ
と
は
思

う
の
で
す
が
（「
頼
朝
宮
」
が
乗
っ

て
い
る
石
が
御
座
石
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
明
治
期
ハ
ン
セ
ン

病
で
苦
し
む
人
た
ち
が
、
湯
之
澤
地

区
に
移
転
を
さ
せ
ら
れ
と
き
に
地
区

に
持
っ
て
行
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
）が
い
ま
だ
に
謎
の
ま
ま
で
す
。

　

ふ
た
つ
め
は
、
頼
朝
が
入
浴
し
た

と
言
わ
れ
る
「
御
座
之
湯
」
で
す
。

明
治
21
（
１
８
８
８
）
年
に
「
白
旗

の
湯
」
と
改
称
し
て
以
来
、
現
在
も

町
を
代
表
す
る
共
同
浴
場
の
一
つ
と

し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。「
白
旗

の
湯
」
と
い
う
名
前
も
源
氏
の
旗
色

（
白
）
に
ち
な
ん
で
お
り
、
名
付
け

た
当
時
の
人
の
セ
ン
ス
の
良
さ
が
感

じ
取
れ
ま
す
。（
ち
な
み
に
、
平
家

の
旗
は
赤
色
で
す
）

　

現
在
の
「
白
旗
の
湯
」
は
移
転
を

し
て
い
て
、
江
戸
期
の
場
所
か
ら
、

少
し
離
れ
て
い
ま
す
。
頼
朝
宮
が
あ

る
場
所
あ
た
り
に
御
座
之
湯
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
御
座
之
湯
」
と
い
う
名
称

は
草
津
の
浴
場
の
中
で
も
古
い
も
の

で
、
宝
暦
５
（
１
７
５
５
）
年
の
絵

図
（『
草
津
温
泉
誌
』
第
壱
巻
Ｐ
．９

６
６
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ

れ
以
前
か
ら
頼
朝
が
草
津
を
発
見
し

た
と
い
う
伝
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
た
だ
、
残
念
な
が
ら
御

座
之
湯
が
い
つ
で
き
た
か
は
不
明
で

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
頼
朝
に
関
す
る
も

の
が
今
も
、
草
津
に
は
残
さ
れ
て
い

ま
す
。
次
回
は
冒
頭
で
も
紹
介
し
た

通
り
、
各
地
に
伝
わ
る
頼
朝
の
伝
説

を
紹
介
し
て
行
き
ま
す
。

　
　

草
津
町
立
図
書
館

中
沢
孝
之

＊ 

図
書
館
で
は
文
中
で
紹
介

し
た
資
料
を
読
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
意
外
な
発
見

が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
図
書
館
は
ど
な
た
で

も
利
用
で
き
る
町
の
施
設

で
す
。
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
。

▽
問
い
合
わ
せ
先

　

℡  
８
８
・
７
１
９
０

古
く
か
ら
あ
る
共
同
浴
場

「
御
座
之
湯
」

源
泉
の
中
の
「
頼
朝
宮
」

白
根
神
社
境
内
の
「
頼
朝
神
社
」

※撮影は筆者
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あおぞら保育園あおぞら保育園あおぞら保育園あおぞら保育園
誌上体験！探訪誌上体験！探訪

年長児
　今年の年長児はきゅうり作りに挑戦です。
　今まで何もうえたことのない土ですので、野菜が
無事に育つか心配ですが、みんなで小石を拾ったり
肥料をいれたり、土づくりから頑張りました。
　園児がかわいがって育てたきゅうり、夏には大収
穫できることを願っています。

５月25日　親子遠足
　子どもたちがとても楽しみにしていた遠足も残念
ながら途中から雨が降り始め、総合体育館での遠足
となってしまいました。
　遠足コースは歩けなかったけれど、体操やフォー
クダンス、ゲームなどをして楽しいひと時を過ごし
ました。

年中組
　つよい体をつくるため、毎朝みんなで
マラソンをしています。
　30名の子どもが保育園の外周を元気
に走っています。

６月の行事予定

気持ちのいい風が保育園をかけぬける５月は、遠足などの行事をはじめ、
スポーツなどみんなが夢中になって取り組んでいます。

８日 歯科検診 虫歯はないか、園医による検診です。

15日 防犯講座 保育園におまわりさんが来て子どもたちにお話をしてくれます。

19日 消火避難訓練 消防士さんと一緒に避難訓練をします。
その後はみんなの大好きな消防車・救急車の中を見学します。

26日 パクパクルーム 町の栄養士さんがお家の人に栄養についてお話ししてくれます。

28日 お誕生会 ７名のお友達のお祝いをします。

◆お問い合せ先：あおぞら保育園　TEL.88－3289

お花を囲んで、ハイチーズお花を囲んで、ハイチーズ

いでゆ　第570号 18



お
さ
な
二
人
か
わ
ゆ
き
声
の
聞
こ
え
来
て
朝
の
寝
ざ
め
の
心
地
よ
き
か
な

金　

井　

ア
サ
ノ

あ
ど
け
な
い
声
が
居
間
か
ら
き
こ
え
て
き
て
思
わ
ず
ほ
ほ
え
ん
で

起
き
上
が
っ
た
朝
の
風
景
で
す
。

平成24年度　第40回文化祭の日程が決定しました
・芸能発表会　10月27日（土）　於 草津音楽の森国際コンサートホール
・作品展示会　11月３日（土）～５日（月）　於 草津町総合体育館

花
と
緑
の
教
室

「
ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
教
室
」を開

催
し
ま
す　

　

本
年
度
ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
教
室
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

①
日　

時

　

平
成
24
年
７
月
４
日
（
水
）

　

午
前
10
時
30
分
よ
り

②
場　

所　

草
津
町
公
民
館

③
講　

師　

神
保
常
作　

先
生
ほ
か

④
用
意
す
る
も
の

　

 

15
㎝
×
10
㎝
ほ
ど
の
箱
と
そ
の
箱
を
入
れ
る
ビ
ニ
ー
ル
袋

⑤
申
込
先　

草
津
町
公
民
館

　
　
　
　
　

℡  
８
８
・
３
６
１
９

　

昨
年
の
教
室
で
配
ら
れ
た
ウ
チ
ョ
ウ
ラ
ン
の
開
花
に
失
敗
し
た
方

も
、
成
功
し
た
方
も
、
初
め
て
の
方
も
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
出
か
け

下
さ
い
！

放課後子ども教室が始まりました
　子どもの居場所づくり事業の一環として始まった放課後子ども教室が、５月の第１週より始まりました。小

学校では、「英会話教室」、「ミニバスケット教室」、児童室では「昔あそび」、「読み聞かせ」が関係機関のご協力

をいただき行われています。

　安全管理員、学習アドバイザー、コーディネーターで組織され、それぞれの教室には指導者がつき、子ども

達との心の触れ合う活動が展開されています。

◆問い合わせ先：草津町教育委員会事務局　TEL.88－0005

児童室での教室 バスケットに集まってきた子ども達

いでゆ　第570号19
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お誕生おめでとう　※敬称略

地　区 氏　名 保護者

昭　和 田
た

原
はら

龍
りゅう

汰
た 直　樹

美　奈

馬　場 菅
すが

　間
ま

　倫
りん

太
た

朗
ろう 清　司

由起子

科
日 内　　　　科 外　　　　科 休日夜間当番病院

６月10日（日）
中之条町
しまだ医院
（76）3435

嬬恋村
桜井クリニック
（97）3800

中之条町
吾妻さくら病院
（75）3055

中之条町
吾妻さくら病院
（75）3055

６月17日（日）
中之条町
後藤医院

（75）2230

草津町
草津温泉松岡医院
（88）7611

東吾妻町
原町赤十字病院
（68）2711

東吾妻町
原町赤十字病院
（68）2711

６月24日（日）
中之条町
平田医院

（75）2131

長野原町
長生病院

（82）2188

中之条町
吾妻さくら病院
（75）3055

中之条町
吾妻さくら病院
（75）3055

※専門外の疾患の場合は対応しかねることもあります。

✚６月当番医予定表

お悔やみ申し上げます　※敬称略

地　区 氏　　名 享年

地　蔵 福
ふく

井
い

　梅
うめ

夫
お

75

文　京 浜
はま

口
ぐち

佐
さ

喜
き

子
こ

88

立　町 竹
たけ

渕
ぶち

　康
やす

弘
ひろ

54

馬　場 根
ね

岸
ぎし

　惠
けい

子
こ

60

掲載を希望されない方は届け出の際お申し出ください。

本誌・我が家のアイドルコーナーに登場してくれ

る４歳未満のお子さんを募集しています。写真裏

面に保護者の方とお子さんのお名前・年齢・続柄

を明記してください。

問い合わせ先：草津町役場総務課 tel.88-0001

24時間健康テレホンサービス

群馬県保険医協会では、
「24時間健康テレホンサービス」を

実施しています。
電話027-234-4970（ヨクナレ）に
かけると約３分の健康講話が聞けます。

プ
ロ
グ
ラ
ム

６
月
（
１
日
か
ら
30
日
）

月
曜
／
保
険
で
で
き
る
歯
の
治
療
範
囲　

そ
の
２

火
曜
／
継
続
的
な
歯
科
受
診
の
重
要
性

水
曜
／
歯
が
し
み
る

木
曜
／
歯
周
病
が
糖
尿
病
を
悪
化
さ
せ
る
⁉ 

金
曜
／
歯
周
病
の
予
防

土
・
日
曜
／
口
臭
の
悩
み

☆
直
接
相
談
タ
イ
ム
（
医
師
対
応
）

14
日
（
歯
科
）

19
時
30
分
〜
21
時
ま
で

※ 

ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、
お
名
前
と
電
話
番
号

を
お
伺
い
し
ま
す
。

・町県民税　　　　　１期

納期限　平成24年７月２日（月）

今月の納税

いでゆ　第570号21



８（金）広報「いでゆ」６月号発行日 ７月
１（日）

草津本白根山開き記念ハイキング
（○問 草津観光公社　TEL.88－8111）

９（土） ２（月）

10（日）
３（火）

にっこり健診〈65歳以上〉
前立腺検診〈50歳以上の男性〉
肺がん検診〈40歳以上〉
（保健センター　６日まで）11（月）

12（火）中学１年生　コマクサ保護活動育児教室「すまいる」（９：30～　保健センター） ４（水）

13（水） ５（木）

14（木）小学校６年生修学旅行　15日までベビールーム（10：00～　保健センター） ６（金）

15（金）中学校３年生修学旅行　17日まで健康相談（13：30～　保健センター）
７（土）

第10回草津よいと～こ‼ 
ツーデーウォーク（８日まで）
（○問 草津よいと～こツーデーウォーク実行委員会
TEL.88－7188）16（土）おはなし会（11：00～　図書館）

17（日）ビーティヒハイム・ビルシゲン市姉妹都市締結50周年式典 ８（日）

18（月）
９（月）

はつらつ健診〈40歳～64歳〉
前立腺検診〈50歳以上の男性〉
肺がん検診〈40歳以上〉
（保健センター　10日まで）19（火）乳児相談（13：30～　保健センター）

20（水）乳児健診（13：30　～保健センター） 10（火）

21（木） 11（水）予防接種〈三種混合①〉（13：30～　保健センター）

22（金）献血（13：30～　保健センター） 12（木）

23（土） 13（金）広報「いでゆ」７月号発行日

24（日）

25（月）

26（火）

27（水）予防接種〈小児肺炎球菌ワクチン〉（13：30～　保健センター）

28（木）

草津中学校　期末テスト
はつらつ健診〈40歳～64歳〉
前立腺検診〈50歳以上の男性〉
肺がん検診〈40歳以上〉
（保健センター　29日まで）

29（金）

30（土）

平成24年６月８日 発行
編集発行:草津町役場総務課 〒377-1792　群馬県吾妻郡草津町草津28番地
 Tel.0279－88－0001　Fax.0279－88－0002
U R L  h t t p : / / w w w . t o w n . k u s a t s u . g u n m a . j p
♨草津町広報誌「いでゆ」は毎月第２金曜日発行です。 題字は草津町書道会会長　本多銀造氏書

６月の行事予定表

タウンデータ

人口・世帯数
（24年６月１日現在）

男
合　計

転　入
転　出

3,460人
7,069人

14人
25人

女
世　帯

3,609人
3,476世帯

入り込み客数
（平成24年４月分）

合　計

日帰り

宿　泊

222,811人（121.77％）

85,774人（124.96％）

137,037人（119.85％）
（　）前年対比

※○問 …観光イベント問い合わせ先

情 報 電 話 帳
草津町役場　88-0001（代表）
・会計課  88-7185　・住民課  88-7192　・福祉課  88-7189
・観光課  88-7188　・税務課  88-7186　・温泉課  88-7182
・企画創造課  88-9000　・上下水道課  88-7183　・土木課  88-7184
・議会事務局  88-7191　・教育委員会  88-0005
・健康推進課（保健センター）  88-5797
・生活環境課（クリーンセンター）  88-2407
・図書館  88-7190　・あおぞら保育園  88-3289　・総合体育館  88-5288
・草津小学校  88-2156　・草津中学校  88-2227　・町民プール  88-1130
・社会福祉協議会  88-1050

我
が
家
の
ア
イ
ド
ル 輝くん（左）と士月くん（右）はいとこ同士です輝くん（左）と士月くん（右）はいとこ同士です

左・石
いし

井
い

　　輝
てる

くん（平成24年１月４日生まれ）
石井泰輝さん・美晴さんの次男

右・大
おお

熊
くま

　士
し

月
づき

くん（平成23年９月11日生まれ）
大熊高広さん・郁恵さんの長男

お
豆
腐
大
好
き
！

お
し
ゃ
ぶ
り

大
好
き
！




